




胎児診断・胎児治療は,基本的には両親のできるかぎり健康なこどもを得たいという希望

に応え,かつまた胎児自身の健康を守るという目的のために認められるべき医療の一つと

考えられる。しかしながら,その診断と治療は何らかの形で母体を介して実施されること

から,診断の精度,治療の効果などが必ずしも明白でないうらみがある。通常の医療では,

医師と患者との関係において①患者の最良の利益が尊重され,実施にあたっては②説明と

同意③患者の自己決定権④患者以外の人に対する守秘義務等が医の倫理の最低条件として

要求され,それに沿う限り,その医療行為は正当なものとして認められる。


